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   「京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例」の改正案に関する 
市民意見の募集の結果について 

 
 京都市では、平成１６年に「京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例」
（以下「条例」という。）を制定し、市民及び本市を訪れる方の福祉を推進してい
るところです。 

 今般、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の施行令が改
正され、令和７年６月１日に施行されることに伴い、手続の合理化や規定整備等に
ついて、条例の改正案を取りまとめるとともに、市民の皆様に広く意見を募集いた
しました。 

 この度、市民意見の募集の結果を取りまとめましたので、御報告いたします。 
 

１ 市民意見の募集の概要 
⑴  募集期間 

 令和６年１０月３０日（水）から１１月２９日（金）まで 
 
⑵  周知方法 
・ホームページ掲載 

・リーフレットの配布（建築審査課窓口、市役所、各区役所・支所、情報公開コ 

ーナー、（公財）京都市景観・まちづくりセンター及び各市立図書館） 

  ・関係団体（福祉関係、建築関係、不動産関係、旅館業関係、指定確認検査機関） 
への個別周知 

 
⑶  意見募集結果 
ア 意見書数及び意見数 
  意見書数 ５６通、意見数 １４７件 
 
イ 御意見をいただいた方の属性 
  別紙１のとおり 
 
ウ 主な御意見の内容と御意見に対する本市の考え方 
  別紙２のとおり 

 
２ 今後の予定 

令和７年２月 市会に条例改正議案を提案 
３月 改正条例の公布 
６月 改正条例の施行 
 



御意見を頂いた方の属性 

 

 

１ 関わり 

区分 通数 割合（％） 

建築関係 ３３ ５８．９ 

福祉関係 ７ １２．５ 

その他 １５ ２６．８ 

無回答 １ １．８ 

合計 ５６ １００ 

 

 

 

２ 年齢 

区分 通数 割合（％） 

２０歳未満 １ １．８ 

２０歳代 ３ ５．４ 

３０歳代 １１ １９．７ 

４０歳代 ２０ ３５．７ 

５０歳代 ４ ７．１ 

６０歳以上 ４ ７．１ 

無回答 １３ ２３．２ 

合計 ５６ １００ 

 

 

 

３ お住まい等 

区分 通数 割合（％） 

市内在住 ３０ ５３．６ 

市内に通勤・通学 ２２ ３９．３ 

その他 ４ ７．１ 

合計 ５６ １００ 

 

 

 

 

 

別紙１ 

建築関係 

５８．９％ 

福祉関係 

１２．５％ 

その他 

２６．８％ 

無回答 

１．８％ 

２０歳未満 

１．８％ 
２０歳代 

５．４％ 

３０歳代 

１９．７％ 

４０歳代 

３５．７％ 

５０歳代 

７．１％ 

６０歳以上 

７．１％ 

無回答 

２３．２％ 

市内在住 

５３．６％ 

市内に通勤・通学

（市外在住） 

３９．３％ 

その他 

７．１％ 



「京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例」の改正案 

主な御意見の内容と御意見に対する本市の考え方 

 

（御意見の内訳） 

項目 意見数 

１ 施策全般に関すること ２０ 

２ 政令改正に伴う規定整備に関すること ３２ 

３ 協議等の手続の合理化に関すること ３９ 

４ 違反行為に係る公表制度の創設に関すること ３６ 

５ その他 ２０ 

合計 １４７ 

 

 

１ 施策全般に関すること（２０件） 

主な御意見 件数 御意見に対する本市の考え方 

・ 条例改正によりバリアフリー化がより 

一層推進される点は歓迎する。高齢者や

障害者の方々の利便性向上に大きく貢献

すると思われ、一人暮らしで今後高齢に

なった際にも、安心して暮らせるまちに

なることを期待している。 

・ 高齢化社会に向けて、誰もが生活しやす 

い京都であってほしい。車椅子だけでな

く、ベビーカーにも優しい設備がよい。 

・ 京都市自らが主体性をもち国に先んじ 

て、市民ニーズ等に応じた先進的取組を

行うことが今後の市政運営にあたって極

めて重要だと思う。 

・ 建築物のバリアフリーの促進と合理的 

配慮の提供、いわばハードとソフトの両

面での取組が進むことを望む。 

・ 建築物のバリアフリーのみ規制を強化 

するのではなく、公共交通機関や道路の

全てがバリアフリー化されてこそ、京都

市が提唱している「ユニバーサルツーリ

ズム」が実現するのではないか。 

など 

１７ 本市では、高齢者や障害のある方をは

じめ、子育て世代の方など全ての方が施

設を円滑に利用できるよう「京都市建築

物等のバリアフリーの促進に関する条

例」（以下「条例」という。）を制定し、建

築物のバリアフリーの促進に努めており

ます。 

誰もが安心して暮らせるまちづくりは

極めて重要であり、本市が先進的な取組

を行うことで、他の地域へのモデルケー

スとなり、全国的なバリアフリー化の促

進に貢献いたします。 

また、本市では、「京都市みやこユニバ

ーサルデザイン推進条例」を制定し、建築

物だけでなく、駅や道路、その周辺環境も

含めたユニバーサルデザインの推進を、

ハードとソフトの両面から、重点的かつ

一体的に進めております。 

今後も、引き続き市民や事業者の皆様

と協働してバリアフリー化を推進してま

いります。 

別紙２ 



【バリアフリーの普及啓発に関すること】 

・ 建築物の維持管理や使用マナーに関す 

る意識啓発が必要。 

・ 建築物のバリアフリー化に係る優良事 

例や先進事例を収集・紹介するなど、「バ

リアフリーマニュアル」を充実させてほ

しい。 

など 

３  

 本市では、市民の関心も高めながら施

設側にもバリアフリーに関する意識を高

めていただくため、優良事例を公表する

ほか、関係団体との連携により、バリアフ

リーに関する啓発イベントを開催するな

ど、普及啓発に取り組んでおります。 

また、施設利用者に対しては、宿泊施設

について、利用者にとって役立つバリア

フリー情報を発信しております。 

引き続き、関係部局との連携により、既

存の建築物の維持管理や使用マナーにつ

いても、周知啓発を進めてまいります。 

 

２ 政令改正に伴う規定整備に関すること（３２件） 

主な御意見 件数 御意見に対する本市の考え方 

・ 規定整備の内容については、支障ないと 

考える。 

・ 条例を規定整備することはわかりやす 

くて、いいと思う。 

・ これまでの、大規模の建物に車椅子用ト 

イレが１つは少ないと感じる。バリアフ

リー対応の建物が増えることはよいこ

と。住みよいまちになる。 

・ 社会的に大規模施設等には車椅子使用 

者への対応がより必要だと思うので、賛

成である。 

・ 政令が追いついて全国的によりバリア 

フリーが進むことは望ましい。 

・ これまで法を上回る厳しい基準を市独 

自で課してきたことを踏まえ、法と条例

を合わせるのではなく、バリアフリーを

促進するために引き続き法を上回る基準

を条例で定めてもよいのではないか。 

など 

３２ 今回の「高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律」（以下「バリア

フリー法」という。）の施行令（以下、「政

令」という。）の改正により、駐車場や劇

場等の客席の基準について、本市条例と

同等の基準が定められたため、条例によ

る基準を廃止するものです。 

本市では、条例で、バリアフリー法の対

象となる用途の追加や規模の引下げ、基

準の強化をしております。 

また、バリアフリー法の対象である大

規模建築物だけでなく、日常生活に身近

な小規模施設についても基準を課してお

り、バリアフリー化を推進しております。 

 

 

 



３ 協議等の手続の合理化に関すること（３９件） 

主な御意見 件数 御意見に対する本市の考え方 

【手続の負担軽減に関すること】 

・ 手続が合理化されることはよいことだ 

と考える。 

・ 設計者の負担が軽減される改正ならあ 

りがたい。 

・ 法対象の建築物について、建築基準法の 

確認・検査に一本化するのは当然なこと

だと思う。 

・ 建築主及び設計者と行政ともに合理化 

が図れて、事務の効率化が進むのは賛成

である。 

・ 行政コストの縮減が図られると思うの 

で、賛成する。 

・ 小規模建築物に対する協議、検査が継続 

される点は、事業者にとって負担が大き

いと懸念される。 

など 

３１  

これまでは、バリアフリー法の対象建

築物について、建築確認での審査に加え、

本市においても協議を行ってきました

が、今回の政令改正を契機に、建築基準法

の確認・検査に一本化いたします。 

一方で、近年の急速な高齢化の進行を

受け、建築物にはより一層のバリアフリ

ー対応が求められています。そのため、法

の対象となる大規模建築物だけでなく、

条例対象となる日常生活に身近な小規模

建築物においてもバリアフリー化を促進

し、担保していくため、本市による協議・

検査を継続いたしますが、完了検査の効

率化等により、事業者の方の負担軽減に

ついても、検討してまいります。 

【指定確認検査機関での審査や行政の役割

に関すること】 

・ これまで京都市が指導してきたレベル 

と同様に、民間指定機関でバリアフリー

に対してきめ細やかな指導が行われるこ

とは期待できないと感じる。 

・ 検査機関によって判断にばらつきが出 

ることを防ぐため、マニュアルの補強は

必要だと思う。 

・ 指導・監督の強化を図るなど、行政はよ 

り指導的立場へシフトしていく機会とし

てほしい。 

・ 検査が不要になってしまうと外部の目 

が入らないから違反が増えそう。 

など 

８  

 

バリアフリー法の審査は、これまでも

指定確認検査機関において建築確認等の

中で審査・検査されてきました。また、本

市では、整備マニュアルを作成・公開し、

整備基準の確認方法が明確化し、民間の

指定確認検査機関においても適切に審査

できる環境を整えており、さらに、工事完

了後には、バリアフリー基準への適合も

含め、これまでと同様に検査が行われる

などの方法により、しっかりと法適合性

を担保します。 

今後も、指定確認検査機関において適

切な審査・検査が行われるよう、連絡会議

等で情報共有や意見交換を図ってまいり

ます。 

 

 



４ 違反行為に係る公表制度の創設に関すること（３６件） 

主な御意見 件数 御意見に対する本市の考え方 

・ 違反行為に対して、公表制度を設ける 

ことは賛成である。 

・ 違反行為があった場合に、困るのは建物 

の利用者なので、条例対象の小規模な建

築物であってもきちんと基準を守ってほ

しい。公表することができる制度を設け

て「やらない得」を許さない姿勢を京都市

として示すのはよい。 

・ 罰則の有無は、遵守意識に大きな影響を 

与えるため、何らかの罰則規定を維持す

る方が、バリアフリー化の推進に効果的

だと思う。 

・ 違反行為があった場合の罰則として、 

「公表」にどの程度の効果があるのか疑

問がある。 

・ 既存の罰則を廃止するとして、公表制度 

がそれをしっかりと担保できるよう、ま

た形骸化しないよう、運用の制度設計を

していくべき。 

など 

３６ バリアフリー法の対象建築物の場合、

違反行為があった際には、引き続き、建築

基準法やバリアフリー法の罰則が適用さ

れます。 

条例対象の小規模建築物については、

条例による罰則規定を廃止し、建物の規

模に見合った手段として、公表制度によ

り実効性を確保いたします。 

近年、バリアフリーに関する社会的関

心が高まっており、情報化社会が進展す

る中、公表という形で広く周知すること

で、違反行為の抑制効果が期待できます。 

引き続き、関係部局相互でしっかりと

情報共有しながら、違反行為に対して適

切に対処してまいります。 

 

５ その他（２０件） 

主な御意見 件数 御意見に対する本市の考え方 

・ 電子申請なども導入し、申請者の負担を 

減らすことも検討してほしい。 

・ 歴史的な建物のバリアフリー化が難し 

いことがあるが、テーブルリフト等の介

助器具も数多く出ているので、それらの

業界と連携を進めてほしい。 

・ 京町家などの伝統的建築物について、合 

理的配慮が義務化されたこと（ソフト対

応）も踏まえたバリアフリー対応の事例

を発信してほしい。 

など 

２０ バリアフリーの促進に関する貴重な御

意見を頂き、ありがとうございます。頂き

ました御意見を関係部局とも共有し、今

後のまちづくりの参考とさせていただき

ます。 

 


